
【用 語 解 説】

▼所得控除
所得から差し引くことのできるもので、社会

保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命
保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶
養控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
配偶者特別控除、寡婦（夫）控除、勤労学生控除、
障害者控除、基礎控除があります。
▼年末調整
給与の支払を受ける人で、毎月源泉徴収され

ていた所得税額と、その年の給与の総額につい
て納めなければならない所得税額とを比べて、
その過不足を精算する手続きのことです。

▼所得
その年中に収入することが確定した金額（収

入金額）から、収入金額を得るためにその年中
に支払うことが確定した金額（必要経費）を差し
引いた額。

雑損控除
火災や風水害、盗難など

で受けた被害額から、保険
などで補てんされた金額
と、定められた一定の額を
差し引いた残額。

医療費控除
その年中に病気や出産な

どで支払った医療費の合計
金額から、保険などで補て
んされた金額を差し引き、
さらに１０万円か総所得金
額等の５％相当額のいずれ
か少ない金額を差し引いた
残額。

申告相談についての問い合わせ
倉敷税務署　　　1０８６―４２２―１２０１
税務課市民税係　1９２－８２３４

▼総所得金額等
分離課税の土地建物等の
譲渡所得に係る特別控除前
で純損失等の繰越控除の規
定を適用して計算した所得
金額の合計額。

▼合計所得金額
分離課税の土地建物等の
譲渡所得に係る特別控除前
で純損失等の繰越控除の規
定を適用しないで計算した
所得金額の合計額。

寄附金控除
国や地方公共団体（ふる

さと納税も）、日本赤十字
社などに寄付した額の合
計額か、総所得金額等の
４０％相当額のいずれか少
ない金額から、５０００円を
差し引いた残額。

生命保険料控除・地震保
険料控除
その年中に支払った生命

保険料や個人年金保険料、
地震保険料によって差し引
かれる額が決まります。

配偶者控除・扶養控除
その年中の合計所得金額が３８万円以下で生計を

一にする配偶者や扶養親族により額が決まります。
※給与収入のみの場合は、収入金額が１０３万円以
下の配偶者や扶養親族が対象。

社会保険料控除
本人や、生計を一にする

配偶者、親族が負担すべき
社会保険料（健康保険料、
国民健康保険税、国民年金
保険料、介護保険料など）
をその年中に支払った場
合、その全額。ただし、年
金から特別徴収された介護
保険料や後期高齢者医療保
険料、国民健康保険税（料）
は、本人以外の申告には使
えません。
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◆
申
告
書
を
書
い
て
み
よ
う

左
側
の
申
告
書
の
説
明
や

「
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参

考
に
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
、
確

定
申
告
に
必
要
な
用
紙
（
申
告

書
や
添
付
書
類
）
や
確
定
申
告

に
関
す
る
手
引
き
、
書
き
方
な

ど
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
も
参
考
に
少
し
で

も
書
い
て
あ
れ
ば
、
申
告
相
談

は
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、

http://w
w
w
.nta.go.jp

◆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
定
申
告
書
を
作
成
で
き
る

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
所
得
税

の
確
定
申
告
書
な
ど
を
作
成
で

き
ま
す
。

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
（
ｅイ
ー
│

Ｔ
ａ
ｘ

タ

ッ

ク

ス

）
を
利
用
し

て
所
得
税
の
確
定
申
告
を
提
出

す
る
と
、
所
得
税
額
か
ら
最
大

５
０
０
０
円
の
控
除
（
条
件
有

り
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
平
成

１９
・
２０
年
分
で
控
除
を
受
け
た

人
は
再
度
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

◆
所
得
税
の
納
期
限
は

３
月
１５
日
B

確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の

納
期
限
は
、
確
定
申
告
書
の
提

出
期
限
と
同
じ
３
月
１５
日
b
で

す
。
納
期
限
内
に
申
告
・
納
税

を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

◆
還
付
申
告
は
受
付
中

給
与
収
入
や
公
的
年
金
等
収

入
の
あ
る
人
で
、
所
得
控
除
な

ど
の
追
加
で
、
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
戻
っ
て
く
る
還
付

申
告
を
、
１
月
２５
日
b
か
ら
イ

オ
ン
モ
ー
ル
倉
敷
の
申
告
会
場

で
受
付
中
で
す
。

所得の種類として、事業
所得（営業・農業・外交
員・大工業・左官業などか
ら生じる所得）、不動産所得
（地代・家賃など）、利子所
得、配当所得、給与所得、
雑所得（公的年金等・個人
年金・原稿料・シルバー人
材センターからの配分金な
ど）、譲渡所得（分離課税の
土地建物等の譲渡・株式の
譲渡など）、一時所得（生命
保険契約等に基づいて支払
を受ける満期返戻金など）
などがあります。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
「
申
告
の
手
引
き
」
を
参
考
に
書
こ
う

申
告
期
間
中
は
申
告
会
場
が
混
雑
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
に
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
を
済
ま
せ

る
た
め
に
も
、「
申
告
の
手
引
き
」な
ど
を
参
考
に
、
自
主
記
載
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
申
告
書
は
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

所
得
税
で
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
額
を
市
県
民
税
か
ら
控
除

す
る
「
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン
特

別
控
除
）」。
新
た
に
平
成
２１
年

か
ら
平
成
２５
年
末
ま
で
に
入
居

す
る
人
も
、
こ
の
対
象
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
書
」
の
提
出
が
必
要
で

し
た
が
、
今
回
の
申
告
か
ら
原

則
不
要
と
な
り
ま
す
。

市
県
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る

額
は
、
所
得
税
で
控
除
し
き
れ

な
か
っ
た
額
か
、
所
得
税
の
課

税
総
所
得
金
額
等
の
５
％
の
額

（
上
限
９
万
７
５
０
０
円
）
の

い
ず
れ
か
小
さ
い
額
で
す
。

対
象

所
得
税
か
ら
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
全
額
控
除
で
き

な
か
っ
た
人
で
、
平
成
１１
年
か

ら
平
成
１８
年
末
ま
で
か
、
平
成

２１
年
か
ら
平
成
２５
年
末
ま
で
に

入
居
し
た
人

手
続
き

▼
平
成
２１
年
か
ら
平
成
２５
年

末
ま
で
の
入
居
者

１
年
目
は
、
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
確
定
申
告
。
２

年
目
以
降
は
、
年
末
調
整
か
確

定
申
告
。
市
へ
の
申
告
は
不
要
。

▼
平
成
１１
年
か
ら
平
成
１８
年

末
ま
で
の
入
居
者

年
末
調
整
か
確
定
申
告
。
市

へ
の
申
告
は
不
要
。

そ
の
他

①
平
成
１９
年
か

ら
平
成
２０
年
末
ま
で
に
入
居
し

た
人
は
、
所
得
税
の
控
除
期
間

を
１５
年
に
延
長
す
る
特
例
が
設

け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
市
県
民

税
の
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。
②
平
成
１１
年
か
ら
平
成
１８

年
末
ま
で
の
入
居
者
で
、
課
税

山
林
所
得
が
あ
る
人
や
平
均
課

税
の
適
用
を
受
け
る
人
な
ど

で
、
従
前
の
申
告
に
よ
る
計
算

方
法
が
有
利
な
場
合
は
、
平
成

２２
年
３
月
１５
日
b
ま
で
に
「
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申

告
書
」
を
、
税
務
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

市
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
特
別
控
除

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
が
不
要
に
！！

新
た
に
平
成
２１
年
か
ら
平
成
２５
年
末
ま
で
の
入
居
者
も
対
象
に
に

税の申告
お早めに！

源泉徴収税額
給与・公的年金等の支払

の際、支払者によって事前
に差し引かれている所得
税。




